
　

知
事
は
提
案
説
明
で
、

２
０
２
６
年
度
に
分
娩
取
り

扱
い
施
設
が
な
く
な
る
と
す

る
木
曽
地
域
へ
の
支
援
で
、

木
曽
病
院
で
の
お
産
は
無
く

す
の
が
、
前
提
と
も
と
れ
る

中
身
な
の
で
す
が
、今
月
１

日
の
大
畑
俊
隆
議
員
の
一
般

質
問
に
、何
か
、木
曽
病
院
に

産
科
を
残
す
こ
と
に
可
能
性

が
あ
る
と
も
取
れ
る
答
弁
が

あ
っ
た
が
い
か
が
と
質
問
。

　

部
長
答
弁
で
は
、
特
に
中

山
間
地
の
よ
う
な
高
齢
化
が

進
ん
で
、
高
齢
者
の
方
の
医

療
ニ
ー
ズ
が
大
き
く
な
る
一

方
で
、
分
娩
が
少
な
く
な
っ

て
い
っ
て
、
分
娩
の
医
師
確

保
や
体
制
が
難
し
く
な
っ
て

い
く
中
で
、
妊
産
婦
の
安
全

を
重
視
す
る
観
点
で
今
後
の

継
続
は
な
か
な
か
難
し
い
と

の
考
え
は
変
わ
ら
な
い
と
の

事
で
し
た
。

　

阿
部
守
一
知
事
を
含
む
12

名
の
地
域
医
療
を
担
う
医
師

の
確
保
を
目
指
す
知
事
の
会

が
、
医
師
不
足
や
地
域
間
偏

在
の
根
本
的
な
解
消
に
向
け

た
実
効
性
の
あ
る
施
策
を
求

め
る
、
提
言
を
出
し
て
い
ま

す
。私
が
、こ
の
提
言
で
重
要

に
思
っ
た
の
は
、医
師
の
養

成
・
確
保
の
と
こ
ろ
で
、「
地

域
の
医
療
を
安
定
的
に
確
保

す
る
と
共
に
、
新
興
感
染
症

等
の
発
生
時
に
も
医
療
現
場

の
崩
壊
を
招
く
こ
と
な
く
、

適
切
な
医
療
を
提
供
す
る

た
め
に
は
、医
師
の
絶
対
数

を
増
や
す
こ
と
が
必
要
で
あ

る
」
な
ど
い
ろ
ん
な
、具
体

的
な
施
策
を
提
言
さ
れ
て
い

ま
す
が
、医
師
不
足
に
対
す

る
見
解
を
質
問
し
ま
し
た
。

　

日
本
全
国
で
ト
ー
タ
ル
の

医
師
数
を
考
え
た
時
、
偏
在

を
き
ち
ん
と
是
正
し
て
い
た

だ
く
、
中
山
間
地
に
医
師
が

根
付
く
よ
う
な
施
策
が
必
要

と
の
答
弁
で
し
た
。

　

マ
イ
ナ
保
険
証
の
利
用

率
は
、
全
国
で
、
7
月
31
・

4
％
、
８
月
は
34
％
と
伸
び

悩
み
。
利
用
率
の
低
迷
は
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
対

す
る
不
信
が
根
強
く
残
っ
て

い
る
の
で
は
。
病
院
受
診
窓

口
で
の
「
証
明
書
」
が
9
種

類
混
在
す
る
な
ど
従
来
の
健

康
保
険
証
が
1
枚
あ
れ
ば
不

要
だ
っ
た
も
の
ば
か
り
。
病

院
窓
口
で
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー

の
操
作
が
困
難
な
視
覚
障
が

い
者
の
方
か
ら
は
、絶
対
人

前
で
暗
証
番
号
を
言
い
た
く

な
い
と
訴
え
が
あ
り
ま
す
。

病
院
は
体
調
不
良
の
方
、ご

高
齢
の
方
も
受
診
し
ま
す
。

安
心
し
て
、
保
険
診
療
を
受

け
る
に
は
、不
安
定
な
「
マ

イ
ナ
保
険
証
」
へ
一
本
化
に

固
守
せ
ず
、従
来
の
保
険
証

を
復
活
さ
せ
る
べ
き
と
質
し

ま
し
た
。

　

答
弁
で
は
、
使
い
勝
手
が

良
く
な
る
よ
う
国
に
求
め
て

い
く
と
の
事
で
し
た
。

＊
切
り
札
と
さ
れ
る
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
が
使
え
る
「
ス
マ

ホ
保
険
証
」は
15
歳
未
満
は
、

ス
マ
ホ
搭
載
に
必
要
な
、
電

子
証
明
書
が
発
行
で
き
な
い

た
め
原
則
利
用
で
き
な
い
。

こ
ん
な
こ
と
も
付
け
加
え
ま

し
た
。

　保育の質とは何か、保育士不足を解消
するには、少子化が進行する中で、これ
からの保育と保育所の課題は何か。
　保育所は、子どもの権利保障や発達保
障だけでなく、保護者の社会権などの権
利を保障するために機能すべき施設。
　保護者の労働や生活などに関わる諸権
利が守られてこそ子どもの権利が守られ
るという考え方が保育所制度の基礎にあ
ると言えるんではないか。地方自治法改
正で指定管理者制度導入により民間事業
者も含めた幅広い団体に保育をゆだねる
ことが可能になり保育に地方自治体が責
任を負わなくてもよいようにしてきた。一
番の原因は、国庫補助負担金の廃止と一
般財源化したことにあると考えますがい
かがかと質問。
　答弁では、保育所には子どもの健やか

な成長を支える発達を支援することに加
えて、保護者の方が子どもを安心して預
けて働いて学ぶといったような活動を支
える点でも重要な役割を有している。
　国庫補助が一般財源化してしまうとい
う事は、そのとおりで、不透明化してい
ることはあると思うとのこと。
　国は、「異次元の少子化対策」を言っ
ているのであるから、そうであるならば、
保育・子育て支援を自治体や民間事業者
に任せずに、国の責任を強化する方向へ、
財政的な面からも施策の転換をすべきで、
県は、国に求めるべきと考えるがいかが
かと質問。
　答弁では、保育の質の向上や少子化対
策の実効性を高めるには、国が責任をもっ
て必要な財源支援を行い、必要な予算を安
定的に確保していただくことが不可欠で
ある。必要な支援と財源確保について引き
続き国に訴えていきたいとの事でした。

　

県
民
文
化
健
康
福
祉
委
員
会
は
、
医
療
・
介
護
・
福
祉
と
盛
り
沢
山
で

す
が
、
住
民
の
皆
さ
ん
の
声
を
聴
き
、
少
し
で
も
物
事
が
前
に
進
む
よ
う

に
力
を
尽
く
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

や
っ
と
秋
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
、
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

「
日
照
り
に
不
作
な
し
」
と
言
わ
れ
る
水
稲
で
す
が
、
県
内
で
は
稲
が
枯
れ
る
ほ
ど
の
渇

水
に
な
っ
た
り
、
カ
メ
ム
シ
被
害
も
広
が
り
、
全
国
で
、
一
等
米
比
率
１
番
を
目
指
し
た

長
野
県
で
す
が
、
岩
手
県
、
青
森
県
に
つ
い
で
３
番
手
で
し
た
。
値
上
げ
の
秋
と
な
っ
て

し
ま
い
、
食
品
や
飲
料
品
は
３
０
０
０
品
目
以
上
、
電
気
ガ
ス
代
も
値
上
げ
、
大
変
な
事

態
で
す
。
ま
ず
は
、
声
を
集
め
消
費
税
廃
止
、
緊
急
に
５
％
に
減
税
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
税

金
は
、
お
金
を
貯
め
こ
ん
で
い
る
大
企
業
に
応
分
の
負
担
を
求
め
ま
し
ょ
う
。

　

９
月
定
例
会
の
報
告
を
い
た
し
ま
す
。

クマ対策について山岳環境議連知事への要望
（10月10日）

県民文化健康福祉委員会で質問（10月８日）

ご意見・ご要望をお寄せください。
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質問を
終えて

■保育の諸課題について

両両
も ろ ず みも ろ ず み

角角友友
と も な りと も な り

成成県議会報告県議会報告
県民文化健康福祉委員会で質問しました

健
康
福
祉
委
員
会

地
域
医
療
支
援

に
つ
い
て

医
師
不
足
に
つ
い
て

県民文化委員会

ス
マ
ホ
保
険
証

に
つ
い
て


